
受配電設備等改修工事に伴う設計業務　特記仕様書

Ⅰ．業務概要

１．業務名称　　　　志賀中野有料道路受配電設備等改修工事に伴う設計業務

２．委託期間　　　　着手日から150日間

３．改修計画施設概要

本業務の対象となる施設の概要は、次のとおりとする。

（１）　栗林受電所　受配電設備

（２）　七瀬受電所　受配電設備及び発電機

４．適用

本特記仕様書は、長野県道路公社志賀中野有料道路の栗林受電所、及び七瀬受電所に

おける受配電・自家発電設備改修工事に伴う設計業務に適用するものとする。

なお、本仕様書及び委託図書に記載されていない事項は、「電気通信施設設計業務共通仕様書」及

び「電気通信施設設計要領」（平成25年国土交通省　大臣官房　技術調査課　電気通信室）による。

５．設計与条件

（１）　改修施設の敷地面積

①　栗林受電所　（受電室　Ａ＝6.0×8.0＝48.0㎡　）

②　七瀬受電所　（電気室　Ａ＝9.5×6.0＝57.0㎡　発電機室　Ａ＝4.50×6.0＝27.0㎡）

（２）　設計方針

本設計は、志賀中野有料道路　栗林受電所、及び七瀬受電所における電源引込設備

受配電設備及び自家発電設備の経年劣化及び老朽化に伴い、各機器を更新するための改修設計を行う

ものであり、設計項目については、既設設備の設計理念に基づいたうえで、それぞれの検討を行い報告書

計算書、積算書、仕様書及び設計図を作成するものとする。

ただし、最高の機能を発揮するよう設計するものとする。また、経済的にしてかつ、特定メーカーに限ら

れたものであってはならない。

（３）　設計内容

　　本設計は、下記に示す項目について設計を行う。

①　引込設備等の改修設計

（Ａ）　受電方式

・　管理事務所・・・常用１回線

・　中野トンネル・・・常用1回線（片坑口受電）

（Ｂ）　受電電圧・・・6kV  60Hz

（Ｃ）　引込柱・・・コンクリート柱（既設使用の検討含む）

（Ｄ）　引込方式・・・地中埋設管内引込（既設管路使用の検討含む）

（Ｅ）　装柱機器の検討　
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②　受配電設備等の改修設計

（Ａ）　受変電所別の改修対象機器は、次の通りとする。

　受電盤

　主変圧器盤

　所内変圧器盤

　照明制御盤

  トンネル照明盤(1)

  トンネル照明盤(2)

　直流電源盤

　無停電電源装置

　無停電電源装置2次盤

　自家発電設備

○印は、改修対象機器

（Ｂ）　設計内容は、次の通りとする。

（a)　負荷容量の整理

（b)　変圧器容量の算出

（c)　自家発電設備の設計

・　方式、容量の選定

・　発電機、原動機の選定

（d)　主要機器の設計

・　トップランナー機器の採用を考慮。

（e)　制御回路の設計

・　直流電源、無停電電源装置の系統を明確にしておくこと。

（f)　機器配置配線設計

・　電気室建屋については、現状のまま再使用とする。

（g)　遠制装置その他諸設備との受け渡し及び取合せ

・　既設遠方監視制御伝送装置との制御システムを考慮したものとする。

（h)　機器入替における停電作業時の電源確保と方法について検討

・　停電不可負荷設備の選定を行い、発電機及び分電盤等の仮設計画を行うものとする。

　道路照明盤

― ○

○ ○

○

―

○

○

○

○

○

○

○

―

○

○

○

○

機 器 名 栗林受電所 七 瀬 受 電 所

○

―

―

―
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Ⅱ．業務仕様

１．設計業務の内容及び範囲

（１）　実施設計

①　電気設備実施設計に関する標準業務

②　既存施設撤去工事設計

（２）　積算業務

①　電気設備積算

②　積算数量算出書の作成

③　単価作成資料の作成

④　見積の収集

⑤　見積検討資料の作成

⑥　概略工事工程表の作成

２．業務の実施

（１）　一般事項

①　実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等に基づき行う。

②　積算業務は、監督員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。

（２）　適用基準等

本業務を実施するにあたり、本仕様書の他、以下に掲げる技術基準等を適用する。

①　電気設備に関する技術基準を定める省令

②　建築工事共通仕様書 国土交通省

③　電気工事標準仕様書 　　〃

④　電気設備技術基準 経済産業省

⑤　電気通信施設設計要領・同解説（電気編） 建設電気技術協会

⑥　高圧受電設備規定 日本電気協会

⑦　内線規定および配電規程 日本電気協会

⑧　中部電力工事基準 中部電力㈱

⑨　電力供給規定 　　〃

⑩　道路トンネル技術基準（構造編） 日本道路協会

⑪　有線電気通信設備令

⑫　電気用品安全法

⑬　日本工業規格（ＪＩＳ）

⑭　日本電気工業会標準規格（ＪＥＭ）

⑮　日本電線工業会規格（ＪＣＳ）

⑯　日本電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ）

⑰　その他関係法規および基準等

（３）　業務計画書

業務計画書には、契約図書及び共通仕様書の設計方針に基づき、次に掲げる事項を記載するものと

する。

①　委託業務方針

②　業務実施体制

③　担当技術者名及び資格等
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④　業務実施工程表

⑤　下請けがある場合は、下請業者名、担当する業務内容及び担当技術者名及び資格等

⑥　その他、監督員が必要に応じ指定する事項

（４）　疑義及び打合せ

受託者は、設計において不明な点、又は疑義を生じた場合は、監督員と打合せを行い速やかに記録表

を作成し監督員に提出する。また、監督員に設計経過を随時報告し、途中においても十分打合せを行い、

遺漏のないように設計するものとする。

①　設計協議は、次の時期に行う。

（Ａ）　業務着手時（当初）

（Ｂ）　詳細設計（中間）受変電所毎

（Ｃ）　成果品提出時（最終）

なお、当初及び最終打合せ時には、管理技術者が立会うこと。

②　現地立会は、過去の改修により不要な電線等があるため、既設受変電所及び電線路を監督員

立会いのうえ、行うものとする。

（Ａ）　栗林受電所、七瀬受電所

（B）　七瀬受電所

Ⅲ．成果品

１．　成果品の種類と形状

前各項の設計段階に応じて設計図はA3版、設計報告書、設計計算書、数量計算書、工費概算書、

積算根拠書及び仕様書はA4版、又はA3版で作成するものとする。

成果品は、A4版のファイルに一括綴じとする。

（１）　実施設計

①　電気設備設計図　（設計原図の大きさ　Ａ１版）

（Ａ）　仕様書

（Ｂ）　配置図

（Ｃ）　受変電設備図

（Ｄ）　発電設備図

（Ｅ）　構内配電線図

②　電気設備設計計算書

③　電気設備積算

（Ａ）　電気設備工事積算数量算出書

（Ｂ）　電気設備工事積算数量調書

（Ｃ）　見積書等関係資料

２．　成果品等の提出部数

①　設計図面（施工用図面）３部

②　工事費算出書（金入内訳書２部、電子媒体一式）　

③　電気設備各種計算書　３部

３．　成果品提出方法

①　電子媒体（CD-R）３部

②　白焼製本（A4版ファイル一括綴じ）３部
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Ⅳ．貸与資料

１．　設計に必要な資料及び図面は、次のとおり貸与する。

（１）　受配電設備台帳

（２）　受配電設備図面

①　管理事務所受電所単線結線図

②　引込柱装柱図

③　受変電所機器配置図

④　受配電設備外形図

上記以外に必要な資料及び図面は、監督員と協議のうえ貸与するものとする。

Ⅴ．故障対応技術指導

１．　対象設備

（１）　受配電設備（高圧・低圧）

（２）　自家発電設備（低圧）

２．　対象施設

（１）　栗林受電所

（２）　七瀬受電所

３．　業務内容

本業務は、大別して次に掲げる事とする。

（１）　故障等異常発生時の技術指導全般

（２）　故障対応報告書作成
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